
（単位：百万円）

科       目  

744,784 11,798,870

125,054 2,314,045

502,795 263,750

920,630 1,486,026

17,541 95,013

5,180,046 41,609

10,846,022 893,354

7,620 406

647,885 343,082

1,286,792 579,023

130,724 644,661

146,579 700,768

101,713 6,299

374,662 8,855

△ 112,957 823

7,718

2,118

143

5,979

374,662

19,567,212

287,537

242,555

497,834

△ 479

1,027,447

20,790

△ 4,974

△ 4,366

△ 6,644

4,804

320,431

1,352,683

資産の部合計 20,919,895 20,919,895

リース債権及びリース投資資産

そ の 他 資 産

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

第 138 期    中    間    決    算    公    告

金    額 金    額

（資 産 の 部）

平成20年12月19日

科       目

（負 債 の 部）

預 金

譲 渡 性 預 金

コールマネー及び売渡手形

売 現 先 勘 定

債券貸借取引受入担保金

特 定 取 引 負 債

借 用 金

外 国 為 替

短 期 社 債

社 債

信 託 勘 定 借

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

預 金 払 戻 損 失 引 当 金

偶 発 損 失 引 当 金

移 転 関 連 費 用 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

負債の部合計

（純資産の部）

資 本 金

資 本 剰 余 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

負債及び純資産の部合計

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社
大阪市中央区北浜四丁目5番33号

取 締 役 社 長 常 陰 均

中間連結貸借対照表（平成20年9月30日現在）

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計

その他有価証券評価差額金
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（単位：百万円）

499,270

36,379

198,252

（ 104,976 ）

（ 78,870 ）

53,151

2,477

198,187

10,821

444,496

111,207

（ 51,016 ）

14,817

11,751

156,957

107,447

42,314

54,773

2,605

449

56,928

11,511

12,914

4,179

28,323

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 収 益

金                   額

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）

信 託 報 酬

資 金 運 用 収 益

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

役 務 取 引 等 費 用

特 定 取 引 費 用

                  中間連結損益計算書

少 数 株 主 利 益

中 間 純 利 益

科                   目

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 失

経 常 利 益

特 別 利 益

平成２０年 ４月  １日から
平成２０年 ９月３０日まで
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連結注記表 
  

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
中間連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 
1. 連結の範囲に関する事項 
 (1)連結される子会社及び子法人等    37 社 
 主要な会社名 
      住信リース株式会社 

  住信・松下フィナンシャルサービス株式会社 
  ファーストクレジット株式会社 
  すみしん不動産株式会社 
  住信アセットマネジメント株式会社 
  Sumitomo Trust and Banking Co.(U.S.A.) 

 なお、STB Preferred Capital 4(Cayman)Limitedほか1社は、設立により、当中間連結会計期間か
ら連結しております。 
また、HEISEI MARINE S.A.は清算しております。 

 (2)非連結の子会社及び子法人等 
 主要な会社名 
      住信ｉファンドⅠ投資事業組合 
 ハミングバード株式会社ほか42社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資

産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務諸表規則第 5
条第 1項第 2号により連結の範囲から除外しております。 
また、その他の非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財
政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範
囲から除外しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 
 (1)持分法適用の関連法人等   7 社 
 主要な会社名 
      日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
     住信ＳＢＩネット銀行株式会社 
  ビジネクスト株式会社 

 (2)持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 
 主要な会社名 
      住信ｉファンドⅠ投資事業組合 
 ハミングバード株式会社ほか42社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資

産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務諸表規則第 7
条第 1項第 2号により持分法の対象から除いております。 
また、その他の持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、中間純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間
連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

3. 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 
 (1)連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 
     2月末日     1社 

    5月末日     1社 

    6月末日    10社 

    7月末日     4社 

    9月末日    21社 
 (2)2 月末日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等、5 月末日を中間決算日とす

る連結される子会社及び子法人等については、8 月末日現在で実施した仮決算に基づく財
務諸表により、6月末日を中間決算日とする子会社及び子法人等のうち 1社については、9
月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他の連結される子会社及
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び子法人等については、それぞれの中間決算日の財務諸表により連結しております。 
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整
を行っております。 

4. 会計処理基準に関する事項 
 (1)特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 
 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の

格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という)の取引については、取引の
約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上する
とともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」
に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決
算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日に
おいて決済したものとみなした額により行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等
に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評
価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における
みなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

 (2)有価証券の評価基準及び評価方法 
 (ｲ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額

法)、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株式に
ついては移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式については、中間
連結決算日前 1 カ月の市場価格の平均に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法に
より算定)、株式以外の時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時
価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法に
よる原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につい
ては、全部純資産直入法により処理しております。 

 (ﾛ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されてい
る有価証券の評価は、時価法により行っております。 

 (3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 
 (4)減価償却の方法 
 ①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10年 4月 1 日以後に取得した建物（建物附属設
備を除く）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しており
ます。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建  物    3 年～60 年 
その他    2 年～20 年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として定率法により償却してお
ります。 

 ②無形固定資産（リース資産を除く） 
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当
社並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として 5 年）に基づいて償
却しております。 
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20 年以内の合理的な年数で償却し
ております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生会計年度に全額償却しております。 
③リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース
資産は、主としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 (5)貸倒引当金の計上基準 
 当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る
債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以
下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況に
ないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
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す。 
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要す
る債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大
口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを
合理的に見積もることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の
約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸
倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引当てております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に
基づき計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査部が資産査定を実施し、当
該部署から独立したリスク統括部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の
引当を行っております。 
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を
勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額をそれぞれ引当てております。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価
額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か
ら直接減額しており、その金額は 39,565 百万円であります。 

 (6)賞与引当金の計上基準 
 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 
 (7)退職給付引当金の計上基準 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる
額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のと
おりであります。 

 過去勤務債務 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主と
して 10 年）による定額法により損益処理 

 数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（主として 10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌連結会計年度から損益処理 

 (8)預金払戻損失引当金の計上基準 
 預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの

払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 
 (9)偶発損失引当金の計上基準 
 偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する

可能性のある損失を個別に見積り、必要と認められる額を計上しております。 
（表示方法の変更） 
偶発損失引当金は、前中間連結会計期間において「貸倒引当金」に含めて表示しておりました
が、金額的な重要性が増したため、前連結会計年度より区分掲記しております。なお、前中間連
結会計期間における当該金額は 2,549 百万円であります。 

 (10)移転関連費用引当金の計上基準 
 移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に

備えるため、合理的な見積額を計上しております。 
 (11)外貨建資産・負債の換算基準 
 当社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として中間連結決算日の為替相場による円換

算額を付しております。連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞ
れの中間決算日等の為替相場により換算しております。 

 (12)リース取引の処理方法 
 当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成 20 年 4 月 1 日前に開始する連結会計年度に属するものについて
は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 (13)重要なヘッジ会計の方法 
 (ｲ)金利リスク・ヘッジ 
 当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金

融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査
委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」という）に規定する繰延ヘッジによ
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っております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ
ジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグル
ーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘ
ッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀
行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認
会計士協会業種別監査委員会報告第 15 号)を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金
等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づ
く繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配
分しております。 
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は 20,252 百万円
（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益は 20,114 百万円（同前）であります。 

 (ﾛ)為替変動リスク・ヘッジ 
 当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という）に規定する繰
延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金
銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。 
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象
となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価
以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

 (ﾊ)連結会社間取引等 
 デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引につ

いては、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種
別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と
認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及
び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行って
おります。 
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。 
連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ、時価ヘッ
ジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。 

 (14)消費税等の会計処理 
 当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」

という）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税
等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。 

  
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 
 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 18
号平成 18 年 5 月 17 日）が平成 20 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度から適用されることにな
ったことに伴い、当中間連結会計期間から同実務対応報告を適用しております。なお、これによる当
中間連結財務諸表に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準） 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年 3月30日）
及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号同前）が平成 20
年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期
間から同会計基準及び適用指針を適用しております。 
（借手側） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、主としてリー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が
平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
（貸手側） 
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所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
に変更しております。なお、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属
する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、前連結会計年度末における固定資産の適
正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）を「リース債権及びリース投資資産」の期首の価額として計
上しております。 
これにより、従来の方法に比べ、「リース債権及びリース投資資産」が 647,885 百万円、「有形固定資
産」が 7 百万円、「無形固定資産」が 1 百万円、「その他負債」が 652 百万円増加、「その他資産」が
646,894百万円減少しております。また、経常利益及び税金等調整前中間純利益は346百万円それ
ぞれ増加しております。 
  

表示方法の変更 
（デリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債の表示方法） 
 当中間連結会計期間より、「特定取引資産」及び「特定取引負債」並びに「その他資産」に含まれる金
融派生商品及び「その他負債」に含まれる金融派生商品に計上しているデリバティブ取引に関し、個
別の取引に係る信用リスクの軽減額を適正に表示するため、金融商品会計に関する実務指針に定
める要件を満たす取引について、それぞれ相殺して表示しております。これにより、従来の方法に比
べ「特定取引資産」及び「特定取引負債」は 536,724 百万円、「その他資産」及び「その他負債」は
742,951 百万円、それぞれ減少しております。 
  

注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 
1. 関係会社の株式及び出資額総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資額を除く） 

50,902 百万円
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は 12,814 百万円、延滞債権額は 74,270 百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ
り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸
倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和 40
年政令第 97 号）第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4 号に規定する事
由が生じている貸出金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、3 カ月以上延滞債権額は 1百万円であります。 
なお、3 カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から 3 カ月以上遅延し
ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 37,069 百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破綻先債権、延滞債権及び 3 カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、3 カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 124,156
百万円であります。 
なお、上記 2.から 5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより
受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は、4,509 百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
  担保に供している資産 
   特定取引資産 424,024 百万円 
   有価証券 1,794,433 百万円 
   貸出金 245,578 百万円 
   リース債権及びリース投資資産 6,184 百万円 
   その他資産 20,300 百万円 
  担保資産に対応する債務 
   預金 38,372 百万円 
   売現先勘定 1,486,026 百万円 
   債券貸借取引受入担保金 95,013 百万円 
   借用金 246,953 百万円   
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 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券696,760
百万円、その他資産 197 百万円を差し入れております。 
また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は 4,472 百万円、保証金は 16,688 万円、デリバティブ
取引の差入担保金は 2,166 百万円であります。 

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを
約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、8,137,314 百万円であります。このう
ち原契約期間が 1 年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 6,631,783 百万円あ
ります。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの
が必ずしも当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるも
のではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由
があるときは、当社並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要
に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続
に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
す。 

9. 土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布 法律第 34 号）に基づき、当社の事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰
延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の
部に計上しております。 
再評価を行った年月日  平成 11 年 3 月 31 日 
同法律第 3条第 3項に定める再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布 政令第 119 号）第 2 条第 1
号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を
行って算出。 

10. その他資産には、過去に海外市場で行ったレポ取引の一部について、当社に源泉所得税の徴収義
務があったとして課税認定を受け、納付の上で課税の適否を争っている金額 6,316 百万円が含まれ
ております。当社としては、本件は法的根拠を欠く不当なものであり、到底容認できないとの判断か
ら、国税不服審判所への審査請求を経て、平成 17年 3月 31 日付で東京地方裁判所に訴訟を提起
し、平成 19 年 4 月 17 日付で当社勝訴の判決を受けました。国側は同年 5 月 1 日付で東京高等裁
判所に控訴しましたが、平成 20 年 3 月 12 日付で控訴棄却の判決の言渡しを受け、同年 3 月 26 日
付で上告受理の申立てを行っていたところ、最高裁判所は同年 10 月 28 日付で上告を受理しないと
の決定を行い、当社勝訴の判決が確定しましたので、上記納付額は全額返還される見込みでありま
す。 

11. 有形固定資産の減価償却累計額 103,641 百万円 
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

95,000 百万円が含まれております。 
13. 社債には、劣後特約付社債 564,023 百万円が含まれております。 
14. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託 667,174 百万円、貸付信託

203,534 百万円であります。 
15. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）による社債に対する

保証債務の額は 115,720 百万円であります。 
16. 1 株当たりの純資産額 616 円 41 銭 
17. 銀行法施行規則第 17 条の 5 第 1 項第 3 号ロに規定する連結自己資本比率（国際統一基準）は、

11.42％であります。 
 
（中間連結損益計算書関係） 
1. 「その他経常収益」には、株式等売却益 3,612 百万円、株式関連派生商品取引に係る収益 2,501 百
万円を含んでおります。 

2. 「その他経常費用」には、株式等償却 12,611 百万円、貸倒引当金繰入額 11,371 百万円、貸出金償
却 4,774 百万円を含んでおります。 

3. 1 株当たり中間純利益金額 16 円 91 銭 
  
（有価証券関係） 
 中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債
権」中の貸付債権信託受益権等が含まれております。 
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1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

 中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時 価 

(百万円) 
差 額 

(百万円) 
国債 

地方債 

短期社債 

社債 

その他 

  外国債券 

399,142

100

－

110,696

261

261

403,260

100

－

110,672

291

291

4,118

0

－

△24

29

29

合計 510,200 514,323 4,123

（注）時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。    

  
2. その他有価証券で時価のあるもの（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

 取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

株式 

債券 

 国債 

 地方債 

 短期社債 

 社債 

その他 

 外国株式 

 外国債券 

 その他 

467,451

996,449

820,261

23,179

－

153,008

3,115,982

378

2,410,409

705,194

641,730

985,603

811,681

23,110

－

150,810

2,990,559

772

2,300,000

689,787

174,279

△10,846

△8,579

△68

－

△2,198

△125,422

393

△110,409

△15,407

合計 4,579,883 4,617,893 38,010

（注）1. 評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は 310 百万円(費用)であります。 

   2. 中間連結貸借対照表計上額は、株式については当中間連結会計期間末前 1 カ月の市場価格の平均に基

づいて算定された額により、また、それ以外については、当中間連結会計期間末日における市場価格等に

基づく時価により、それぞれ計上したものであります。 

   3. その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対

照表価額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理(以下「減損処理」という)しており

ます。 

当中間連結会計期間における減損処理額は、14,458百万円（うち、株式11,466百万円、その他の証券2,992

百万円）であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有

価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ 50％以上下落した

場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ

30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得価格に比べ

て 30％以上 50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものと

して減損処理を行っております。 

    
3. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成20年9月30日現
在） 

内容 金額(百万円) 

満期保有目的の債券  － 

その他有価証券 

  非上場内国債券 

 

 248,709 

   
（金銭の信託関係） 
1. 満期保有目的の金銭の信託（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

該当ありません。 
 
 

-9-



 

 

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

 取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

その他の金銭の信託 2,000 2,000 －

（注）当中間連結会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。 
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